
  

Ⅲ．今期 2 年間の具体的な運動方針 

 

重点分野－１： 

すべての働く仲間をまもり、つなぐための集団的労使関係の追求と、社会に広がりの

ある運動の推進 

 

 ナショナルセンターの責務として、働く仲間の環境変化に対応した集団的労使関係

の拡充・強化を追求するとともに、連合本部、構成組織、地方連合会は一体となって、

労働組合の役割をより一層社会・職場に浸透させるため、人材や体制など基盤強化を

進める。また、持続可能な社会の実現に向けて、積極的な社会対話と発信による広が

りのある運動をつくりあげる。 

 

１．多様な就労者の法的保護の取り組み推進など働く者を守るワークルールの強化 

（１）すべての職場における集団的労使関係の構築に向けて、過半数代表制の適正な

運用を徹底するとともに、労働組合の役割の強化につながる方向で、労働者代表

制の法制化に向けて検討する。 

（２）集団的労使関係による成果を、より多くの働く者に波及させるために、労働協

約の拡張適用を可能とする法改正を含めた仕組みづくりについて検討する。 

（３）「曖昧な雇用」で働く就業者について、労働者概念の拡張も含めた法的保護に関

する考え方を取りまとめ、その実現をはかるとともに、集団的労使関係による課

題解決を促進する。 

 

２．働く仲間をつなぎ支える新たな取り組みの推進と組織化を担う人材の体制構築 

（１）連合本部と地方連合会は、特別参加組織などの構成組織移行と、中小地場企業

の組織化などの受け皿としての「地域ゼネラル連合（仮称）」の創設について検討

し、具体化をはかる。 

（２）多様な雇用・就労形態で働く人たちが緩やかに連合とつながる仕組みとしての

「ネットワーク会員（仮称）」の創設について検討し、具体化をはかる。 

（３）連合本部は構成組織や地方連合会と連携し、組織化や健全な労使関係づくりを

担う実践的な人材の確保と育成に向けた体制を構築し、全国的な前進をめざす。 

 

３．「1000 万連合 NEXT(仮称)」に向けた体制強化と戦略の構築 

（１）2020 年 10 月までを目標とした「1000 万連合」の成果と課題などを踏まえ、

「1000万連合 NEXT（仮称）」に向けた連合本部、構成組織、地方連合会における

体制強化を進めるとともに、産業構造や労働市場の変化に対応する連合全体の戦

略を構築し、2020年以降の取り組みにつなげる。 

（２）組織拡大への取り組みと同時に、組織強化を通じた組合員減少への歯止めの取

り組みを両輪として推進する。 

（３）連合全体で確認した、パート・有期契約・再雇用労働者や子会社・関連会社な

ど 2020年 9月末までの目標（2018.11中央執行委員会）について、構成組織・加

盟組合は必達をめざし取り組みを進める。 

 

 



４．中央・地方で、社会対話による広がりのある運動の推進 

（１）政治や行政、経営者、ＮＧＯ・ＮＰＯ、労働者福祉事業団体、連合関連団体な

どと対話を通じて課題の共有化をはかるとともに、課題解決に向けたネットワー

クを構築し、中央・地方において協働を推進する。 

（２）すべての働く者や生活者の先頭に立ち、ともに運動をつくりあげていくための

社会的キャンペーンを展開する。 

（３）情報発信にあたっては、年齢や性別、地域等を考慮した効果的な発信方法（Ｓ

ＮＳおよびＷｅｂの戦略的活用や中央・地方のメディア対策、「月刊連合」を活用

した情報発信など）を検討する。 

 

 

 

【連合岩手の取り組み】 

 

≪組織拡大の推進≫ 

① 「集団的労使関係」の拡大は、組織化と同一であることから、停滞している「組

織拡大プロジェクト会議」など組織拡大の取り組みを再構築し、連合本部、各構

成組織、地協と一体となった組織拡大を最優先課題として取り組みます。 

② 「なんでも労働相談」機能の充実強化を図り、未組織労働者の権利を守る活動と

組織化につなげる活動を全地協とともに取り組みます。 

③ 各地協の創意工夫ある企画に対して交付する「組織強化・拡大交付金（約 15 百

万円）」を有効に活用し、地協活動の強化と組織拡大を実行します。 

④ 「生涯組合員構想」をすすめるため、各地協における退職者組織との交流等をす

すめます。 

≪ローカル・ナショナルセンター機能の拡充≫ 

⑤ ローカル・ナショナルセンターとしての機能強化を図り、岩手地方労働審議会、

岩手県労働委員会をはじめとする国、県の各種審議会における労働者代表として

の任務と役割を果たします。 

⑥ 連合岩手フレンズユニオンの再構築を図るとともに、多様な雇用・就労形態で働

く人たちが連合とつながる仕組みや、「地域ゼネラル連合（仮称）」については連

合本部での検討を踏まえ、対応します。 

⑦ 情報発信にあたっては、連合岩手のホームページ、機関紙等での適時適切な発信

に努めるととともに、ＳＮＳの活用をすすめます。 

⑧ 連合岩手結成 30 周年記念事業を成功させるとともに、各地協での記念行事を取

り組み連合の活動を発信します。 

⑨ 第 90 回メーデーは 4 月 27 日開催に開催しましたが、第 91 回メーデー以降は先

の確認された「メーデーあり方検討委員会報告」にそって開催します。 

 

  


